
（平成２４年９月２６日報道資料抜粋）

13

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認広島地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 件

厚生年金関係 13 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 4 件



広島厚生年金 事案 2710 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 42年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 8,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和２年生 

住        所 ：  

 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 42年５月 31日から同年６月１日まで 

私の夫は、昭和 39 年にＡ社に入社し、退職するまでＢ支店に継続して勤

務していたにもかかわらず、同社に係る厚生年金保険の被保険者期間に空白

が生じているので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の回答などから判断すると、申立人が同社に継

続して勤務していたことが認められる。さらに、同社は、当委員会への回答に

おいて、申立期間については、同社の事務処理ミスであった可能性があるとし

ていることから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42

年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 8,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が資格喪失日を昭和 42 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事

務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係



る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2711 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における資格喪失日に係る記録を昭和 42

年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要であ

る。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 大正 10年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 42年５月 31日から同年６月１日まで 

私の夫は、申立期間当時、Ａ社に継続して勤務していたにもかかわらず、

同社に係る厚生年金保険の被保険者期間に空白が生じているので、調査の上、

記録を訂正してほしい。 

 （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の回答などから判断すると、申立人が同社に継

続して勤務していたことが認められる。さらに、同社は、当委員会への回答に

おいて、申立期間については、同社の事務処理ミスであった可能性があるとし

ていることから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42

年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が資格喪失日を昭和 42 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事

務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納



入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2712 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 42年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 21年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 42年５月 31日から同年６月１日まで 

私は、昭和 41 年３月にＡ社に入社し、退職するまでＢ支店に継続して勤

務していたにもかかわらず、同社に係る厚生年金保険の被保険者期間に空白

が生じているので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の回答などから判断すると、申立人が同社に継

続して勤務していたことが認められる。さらに、同社は、当委員会への回答に

おいて、申立期間については、同社の事務処理ミスであった可能性があるとし

ていることから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42

年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が資格喪失日を昭和 42 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事

務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は



保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2713 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を昭和 38年 11月 20 日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を２万 8,000円

とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を４万 2,000円と

することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

  

  

  

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 38年 11月 20日から同年 12月１日まで

         ② 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

 

    

    私は、昭和 38年６月から 50年１月までＡ社及び同社のグループ会社で継

続して勤務していたにもかかわらず、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

の加入記録が無いので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言から判断す

ると、申立人はＡ社及びグループ会社に継続して勤務し（昭和 38 年 11 月

20日にＢ社からＡ社に異動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

38年 12月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000円とすること

が妥当である。 

  



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言等から判断

すると、申立人はＡ社及びグループ会社に継続して勤務し（昭和 43 年４月

1 日にＡ社からＣ社に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

43 年２月の社会保険事務所の記録から、４万 2,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の

喪失日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日である昭和 43 年３

月１日と記録されており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤っ

て記録したとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け

その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は申立人に係る同年３月の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

、



広島厚生年金 事案 2714 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

私がＡ社及びグループ会社であるＢ社で勤務した期間のうち、申立期間に    

係る厚生年金保険の加入記録が無い。仕事の内容に変更は無く、継続して勤

務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言等から判断すると、申立人はＡ社及

びグループ会社に継続して勤務し（昭和 43年４月１日にＡ社からＢ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日である昭和 43 年３月１日

と記録されており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録し

たとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される



べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

人に係る同年３月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2715 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

  私がＡ社及びグループ会社であるＢ社で勤務した期間のうち、申立期間に

係る厚生年金保険の加入記録が無い。仕事の内容に変更は無く、継続して勤

務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言等から判断すると、申立人はＡ社及

びグループ会社に継続して勤務し（昭和 43年４月１日にＡ社からＢ社に異動

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日である昭和 43 年３月１日

と記録されており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録し

たとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

）、

、



べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

人に係る同年３月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2716 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

    

    

    

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

  私がＡ社及びグループ会社であるＢ社で勤務した期間のうち、申立期間に

係る厚生年金保険の加入記録が無い。仕事の内容に変更は無く、継続して勤

務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言等から判断すると、申立人はＡ社及びグループ会社に継続して勤

務し（昭和 43年４月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 



広島厚生年金 事案 2717 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

私がＡ社及びグループ会社であるＢ社で勤務した期間のうち、申立期間に    

係る厚生年金保険の加入記録が無い。仕事の内容に変更は無く、継続して勤

務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言等から判断すると、申立人はＡ社及

びグループ会社に継続して勤務し（昭和 43年４月１日にＡ社からＢ社に異動

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日である昭和 43 年３月１日

と記録されており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録し

たとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

）、

、



べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

人に係る同年３月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2718 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 6,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

  

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

    私がＡ社及びグループ会社であるＢ社で勤務した期間のうち、申立期間に

係る厚生年金保険の加入記録が無い。仕事の内容に変更は無く、継続して勤

務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言等から判断すると、申立人はＡ社及

びグループ会社に継続して勤務し（昭和 43年４月１日にＡ社からＢ社に異動）

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日である昭和 43 年３月１日

と記録されており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録し

たとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

、



べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

人に係る同年３月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2719 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

 私がＡ社及びグループ会社であるＢ社で勤務した期間のうち、申立期間に

係る厚生年金保険の加入記録が無い。仕事の内容に変更は無く、継続して勤

務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言等から判断すると、申立人はＡ社及

びグループ会社に継続して勤務し（昭和 43年４月１日にＡ社からＢ社に異動）

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日である昭和 43 年３月１日

と記録されており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録し

たとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

、



べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

人に係る同年３月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 5,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

  私がＡ社及びグループ会社であるＢ社で勤務した期間のうち、申立期間に

係る厚生年金保険の加入記録が無い。仕事の内容に変更は無く、継続して勤

務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言等から判断すると、申立人はＡ社及

びグループ会社に継続して勤務し（昭和 43年４月１日にＡ社からＢ社に異動）

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 5,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日である昭和 43 年３月１日

と記録されており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録し

たとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

、



べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

人に係る同年３月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2721 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

  私がＡ社及びグループ会社であるＢ社で勤務した期間のうち、申立期間に

係る厚生年金保険の加入記録が無い。仕事の内容に変更は無く、継続して勤

務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言等から判断すると、申立人はＡ社及

びグループ会社に継続して勤務し（昭和 43年４月１日にＡ社からＢ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日である昭和 43 年３月１日

と記録されており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録し

たとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される



べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

人に係る同年３月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



広島厚生年金 事案 2722 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 43 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが

必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

    

    

    

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年４月１日まで 

 私の亡夫がＡ社及びグループ会社であるＢ社で勤務した期間のうち、申立

期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。仕事の内容に変更は無く、継続

して勤務していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び同僚の証言等から判断すると、申立人はＡ社及

びグループ会社に継続して勤務し（昭和 43年４月１日にＡ社からＢ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が雇用保険の被保険者記録における離職日の翌日である昭和 43 年３月１日

と記録されており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録し

たとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っ



ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

人に係る同年３月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



広島国民年金 事案 1412 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年３月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 25年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 45年３月から 52年３月まで 

私は、20 歳になってから結婚するまで国民年金保険料をずっと納付して

いた。しかし、年金事務所で私の年金記録を確認したところ、申立期間につ

いて保険料が未納となっている。調査の上、記録を訂正して欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出管理簿におけ

る申立人の前後の任意加入被保険者の資格取得日等から、昭和 52年 10月頃に

Ａ市で払い出されたものと推認でき、この加入手続において申立人は 20 歳到

達時に遡って国民年金被保険者資格を取得したと考えられるところ、申立期間

のうち 45年３月から 50年６月までは、当該加入手続時点で国民年金保険料の

納付に係る２年の時効により、既に保険料を納付することができない期間であ

る。 

また、申立人は申立期間中の保険料納付の方法について、集金人による納付、

市役所窓口（あるいは市役所内の金融機関窓口）での納付及び郵便局での口座

振替による納付であったとしているが、申立期間のうち納付可能であった昭和

50年７月から 52年３月までの保険料については、過年度保険料に該当し、現

年度保険料と異なり申立ての方法による納付はできない。 

さらに、オンライン記録による氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検

索システムによる調査においても、申立人に係る別の国民年金手帳記号番号が

払い出された形跡は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間に保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



広島国民年金 事案 1413（事案 692の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 38年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 15年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 36年４月から 38年６月まで 

国民年金制度が開始された当時、父親が家族全員を国民年金に加入させた

当時は、父親が国民年金保険料を納付しており、自治会が保険料を集金し

。 

ていた。 

どう考えても納得がいかないので、自治会の関係で新たな資料が得られな

いか、再度調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号は、

国民年金手帳記号番号払出管理簿の前後の任意加入者の資格取得日から、昭

和 40年９月頃に払い出されていることが推認でき、この加入手続を行った時

点では、時効により 38年６月以前の国民年金保険料は納付できないため、保

険料を納付可能な期間に合わせて国民年金の資格取得日を 38年７月１日とし

たと考えることが自然であり、このことは、納付記録により 38年７月から 40

年３月までの保険料は過年度納付され、40 年４月から同年９月までの保険料

は同年９月 27日に現年度納付されていることから確認できること、ⅱ）申立

人の弟についても、国民年金の資格取得日が 38年７月１日であり、国民年金

手帳記号番号は 40 年９月頃に払い出されていることが推認できるとともに、

38 年７月以降の保険料は納付済みとなっていることから、申立人の父親は、

申立人及びその弟について、同時期に国民年金の加入手続を行ったものと考

えられること、ⅲ）申立期間に国民年金に加入しているのであれば、申立人

に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこととなるが、申立人に別

の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないこと

ⅳ）申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続、保険料納付に直接関与

、



しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付をしていたとする

父親は亡くなっており、申立人の申立期間に係る加入手続、保険料の納付状

況等が不明であることなどから、既に当委員会の決定に基づき平成 21年８月

18日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の申立てに当たり、申立人は、申立期間の保険料は、父親が家族全員を

国民年金に加入させ、自治会の集金により納付していたとしている。 

しかしながら、申立人の父親については、国民年金に加入した記録は無く、

母親については、昭和 36 年４月時点で、年齢により国民年金の適用除外者で

あったことから、申立人の父親が家族全員について国民年金の加入手続をした

とする申立ての内容と異なっている。 

また、申立人は、自治会により保険料を納付していたはずだとしているが、

Ａ市から提出されたＢ自治会の昭和36年度から39年度までの国民年金保険料

徴収名簿及び国民年金保険料収納原簿に申立人に係る記載は無く、申立人が申

立期間について自治会により保険料を納付していたことは確認できない。 

 このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

  



広島国民年金 事案 1414 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 45年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 平成 10年１月から同年３月まで 

私は、平成６年３月に会社を退職し、国民年金に加入したが、無収入で

あったため、国民年金保険料の納付が遅れがちであった。しかし、平成９年

秋頃に就業した後は、現年度分と併せて過年度分の保険料も納付し、家族の

支援も得て、保険料を完納したにもかかわらず、申立期間の保険料が未納と

なっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間前後における国民年金保険料の納付状況を見ると、申立期

間前の平成９年１月から同年11月までの保険料を10年９月に過年度納付する

一方で、９年 12月の保険料は 10年１月に現年度納付しており、また、申立期

間後の10年４月及び同年５月の保険料はそれぞれ11年１月及び同年４月に現

年度納付する一方で、10年６月及び同年７月の保険料は 11年８月に過年度納

付するなど、現年度納付と過年度納付が混在し、保険料の納付時期が区々とな

っている上、申立人は、申立期間の保険料の納付時期、納付方法等を覚えてい

ないとしている。 

また、申立期間は基礎年金番号が導入された平成９年１月以降であり、特に

保険料収納事務の機械化により記録管理の強化が図られていた時期であるこ

とを踏まえると、納付記録が欠落する可能性は極めて低いものと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



広島国民年金 事案 1415 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年 10 月から９年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10月から９年６月まで 

私は、申立期間前にＡ市に住み国民年金保険料を納付していたが、平成７

年 10 月から９年７月までＢ国に留学した。私がＢ国に留学して間もなく、

Ｃ市の実家の母親と叔母が、同市役所で私の国民年金について相談したとこ

ろ、「国内に親族等がいれば保険料を代理で納付することができるので、保

険料を納付した方が良い。」と説明を受けたため、引き続き国民年金に加入

し、口座振替により保険料を納付したはずである。しかし、申立期間が未加

入の記録となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

戸籍の附票により、申立人は平成７年 10 月４日にＡ市からＢ国に転出し、

９年７月 24 日にＢ国からＣ市に転入していることが確認できるところ、Ａ市

及びＣ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿により、申立人は、Ａ市からＢ

国に転出した日の翌日に国民年金の被保険者資格を喪失し、Ｂ国からＣ市に転

入した日と同日に強制加入被保険者として資格を取得していることが確認で

きることから、申立期間は未加入期間であり、制度上、国民年金保険料を納付

することができない。 

 また、申立人は申立期間において留学して在外邦人となっていることから、

制度上、国民年金に任意加入しなければ保険料を納付することはできないが、

申立人は、「国民年金の資格喪失、任意加入等の手続を行ったかどうかは定か

ではない。手続はＣ市に住んでいた母親が行ったと思う。」としている一方、

申立人の母親は、「子供がＢ国に出国して間もなく、Ｃ市役所で国民年金につ

いて相談したことははっきり覚えているが、子供に代わって国民年金の任意加

入手続を行った記憶は無い。」としており、申立人及び申立人の母親共に申立

  



人の申立期間に係る国民年金の任意加入手続を行っていないものと推認され

る。 

さらに、申立人の母親から提出された申立人の父親名義の預金元帳には、申

立期間において３人分の国民年金保険料額が引き落とされていることが確認

できるところ、Ｃ市の申立人の両親及び申立人の弟に係る国民年金被保険者名

簿により、それぞれ定額保険料及び付加保険料の毎月納付、定額前納保険料（一

括年払い）、定額保険料の毎月納付の納付記録が確認でき、預金元帳の引き落

とし記録の保険料額と一致している上、申立人の母親は、「申立人の弟は、口

座振替により保険料を納付していた。」としていることから、当該預金元帳の

記録は申立人の両親及び申立人の弟の保険料であって、申立人の保険料ではな

いものと推認される。 

このほか、オンライン記録等による氏名検索によっても、申立人に対し別の

国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる形跡は見当たらな

い上、申立人が申立期間に国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



広島国民年金 事案 1416 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年頃から 50年頃までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 19年生 

住        所 ：  

         

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 40年頃から 50年頃まで 

母親が、昭和 40 年頃に私の国民年金の加入手続をして申立期間の国民年

金保険料を納付していた。また、私が帰省した際、母親から私の分の保険料

だとする封筒を渡され、Ａ市Ｂ出張所の窓口で納付をしたことを記憶してい

る。 

しかしながら、年金事務所の記録では、申立期間が未加入となっているの

で、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿における申

立人の前後の任意加入被保険者の資格取得日等から昭和 63 年３月頃に払い出

されたものと推認される上、申立人の資格取得日は同年１月１日となっている

ことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付す

ることができない。 

また、Ａ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿では、申立期間は未加入期

間となっており、オンライン記録と一致している上、国民年金手帳記号番号検

索システム及びオンライン記録の氏名検索によっても、申立人に別の手帳記号

番号が払い出された形跡は見当たらない。 

さらに、申立人自身は国民年金の加入手続に関与しておらず、同手続を行い、

かつ、主として申立期間の保険料を納付していたとする申立人の母親は、高齢

のため、事情を聴取することができない。 

加えて、申立人は、帰省した際、母親から保険料が入った封筒を渡され、Ａ

市Ｂ出張所の窓口で同封筒を職員に渡したことがあり、その職員の氏名を記憶

しているとしていることから、申立期間当時、当該職員が同出張所に在籍して



いたか否かを同市に照会したが、在籍を確認できないとの回答があった上、当

時、同出張所に在籍していた職員からも聴取したが、当該職員につながる情報

を入手することができず、申立人及び申立人の母親が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる状況も確認できなかった。 

このほか、申立人及び申立人の母親が申立期間の保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



広島厚生年金 事案 2707（事案 2025の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、船員保険被保険者として船員保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 大正 12年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 18年６月５日から 21年１月１日まで 

          ② 昭和 21年１月１日から同年４月１日まで 

亡き夫は、昭和 17年６月１日から 21年４月１日までＡ社（現在は、Ｂ社）

の厚生年金保険被保険者となっているが、申立期間①及び②について夫は厚

生年金被保険者ではなく、Ｃに所属する船員保険被保険者であったので、記

録を訂正してほしいと申し立て、前回、記録訂正のあっせんは行わないとの

通知を受けている。 

この度、申立期間①について、新たに見付かった船員保険遺族年金裁定請

求書に「厚生年金被保険者であった期間は昭和 18年５月 31日以前」との記

載があり、新たに見付かった船員手帳に「雇入年月日昭和 18年６月１日」

との記載があることから、同年６月以降は船員保険に加入していたと思われ

る。 

また、申立期間②については、新たに見付かった船員手帳に「雇入年月日

昭和 21年３月 21日」と記載があることから、同年４月１日を船員保険資格

取得としている記録は間違っている。 

以上のことから、申立期間①及び②について、記録の訂正を再度申し立て

る。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

当初の申立てについては、ⅰ）申立人が記載したとする履歴書によると、昭

和 16年６月 10日から 19年２月１日まで軍隊輸送船に乗船と記載されている

のみで、船舶所有者及び船舶名が不明であり、申立人が申立期間①当時に乗船



していた船舶所有者（Ｄ丸のＥ社を除く。）を特定することができないこと、

ⅱ）Ｅ社船舶部、Ｆ社等の後継事業所であるＧ社が保管する申立人に係る船員

保険の記録によると、申立人の資格取得日は 21 年４月１日となっており、こ

の資格取得日は、国の船員保険被保険者台帳、船員保険被保険者名簿及びオン

ライン記録と一致すること、ⅲ）17年４月から 25年３月までについては、Ｃ

は既に解散し、当時の資料は保管されていないため、申立人の申立期間①及び

②における船員保険料の控除の事実を確認することができないこと、及びⅳ）

Ｂ社が保管する申立人に係る厚生年金保険資格喪失届から、Ａ社は、申立人に

ついて、22 年５月３日資格喪失の届出を行ったことが確認できる上、申立人

の資格取得日は厚生年金保険の制度発足時である 17 年６月１日となっており

事業主から資格取得の届出が無い限り、国が申立人の被保険者名及び資格取得

日を記録することは考え難いことから、申立人の同社に係る厚生年金保険の加

入記録は、事業主の届出に基づくものであったと推認されることなどから、既

に当委員会の決定に基づき、平成 23年５月 19日付けで年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

今回の申立てに当たり、申立人の妻は、船員手帳２冊及び船員保険遺族年金

裁定請求書の写しを、新たな資料として提出している。 

Ｄ丸に係る船員手帳には、「雇入年月日昭和 18年６月１日、雇止年月日昭和

18 年６月４日」、「標準報酬等級５級」等の記載があるが、当該記載は既に年

金記録として記載済み（期間が１か月未満であるため、被保険者期間に算入さ

れない。）の記録に係るものである。 

Ｈ丸に係る船員手帳には、「雇入年月日昭和 21年３月 21日、雇止年月日昭

和 21年５月 20日」等の記載があるが、「標準報酬等級」欄等に記載は無く、

当該手帳のみで申立期間②に係る船員保険の加入状況について確認すること

ができない。なお、船員保険に加入していなければ雇入れができない取扱いと

なったのは、平成 17 年１月４日以降であり、申立期間当時においては、雇い

入れる船員の船員保険加入は必須条件ではなく、船員手帳に記載されている雇

入年月日から雇止年月日までの期間を船員保険の被保険者期間とみなすこと

は困難である。さらに、Ｇ社が保管している船員保険被保険者票には、「（資格）

取得 21年４月１日」の記載の右に、「船員課カード 21.３月Ｈ丸乗船」との記

載があり、雇入れ、乗船と同時に船員保険に加入していたとは限らない状況が

うかがわれる。 

船員保険遺族年金裁定請求書の写しには、「いままでに厚生年金保険の被保

険者であったことがありますか。」、「ある。昭和 18年５月 31日以前」とする

記述があり、これにより申立人の妻は、「昭和 18年６月以降は申立人が船員保

険に加入していたことを示唆するものである。」としている。しかしながら、

当該請求書の作成を代行したＩ社の合併先であるＪ社に当該記述の根拠や詳

細について照会したが、同社は、「合併前に退職した者についての記録は残っ

、



ていない。」と回答しており、表記以上の当該記述の内容を確認することはで

きない上、当該記述は、申立人の年金記録に記載されていない具体的な船員保

険の加入の事実をうかがわせるものではない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が船員保険被保険者として、申立期間①及び②に係る船員保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



広島厚生年金 事案 2708 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 大正 12年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 31年１月 21日から同年２月１日まで 

私の夫が残した船員手帳には、被保険者であった期間は昭和 31年１月 21

日までとの記載がある。当時、給与の締め日が 20 日であることから、１月

支払の給与は満額受給し、１月分の船員保険料を控除されていたと考える。 

また、私の夫が残した履歴書には、昭和 31 年２月１日にＡ社を退社した

と記載されている。 

さらに、これまでの資格喪失日は 1日で処理されているので、事務処理上

の誤りだと考える。記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の船員手帳には、「雇止事由請暇」、「雇止年月日昭和 31年１月 12日」

と記載され、当該手帳の失業保険金支給関係欄には、「被保険者であった期間 

自 昭和 28年１月２日 至 昭和 31年１月 21日」と記載されている上、Ｂ

社（当時は、Ａ社）が保管している申立人に係る船員保険被保険者票には、「喪

失 31.1.21」、「31.1.20 退職 家事都合」と記載されていることから、申立人

は昭和 31年１月 21日に船員保険の被保険者資格を喪失し、申立期間はＡ社に

おいて船員保険に加入していなかったことが確認できる。 

また、Ｂ社は、「上記資料以外は期間経過しているため資料は無く、申立人

に係る届出及び保険料の控除については不明。」と回答していることから、上

記のほかに、申立期間について、申立人の勤務実態及び船員保険の加入状況等

について確認することができない。 

なお、申立人が残したとする履歴書では、「昭和卅（三十）年二月一日 家



事のため退社」と記載されている。 

このほか、申立人が申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



広島厚生年金 事案 2709（事案 2168の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 23年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 平成 10年５月から 15年 12月まで 
ぴょう

前回の第三者委員会の審議では、私が提出した給与明細書が信憑性に欠

けるなどとして、申立ては認められなかったが、私が、Ａ社が経営する「Ｂ」

Ｃ店の店長として勤務していた当時は、確かに事業主から給与明細書ととも

に給与を受け取っていた。今回、新たに見つかった給与明細書等の資料を提

出するので、再調査の上、申立期間における標準報酬月額の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）事業主から提出された申立人に係る

平成 13年分及び 14年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿並びに平成 14年

及び 15 年給与支払報告書（個人別明細書）には、オンライン記録と同じ標準

報酬月額（20 万円）に見合う厚生年金保険料が計上されており、当該書類の

記載内容に不自然な点は見当たらないこと、ⅱ）事業主が申立人を含む従業員

に対し標準報酬月額の引下げの説明をしたことを受けて、平成 10 年４月 30

日に、標準報酬月額を 36万円から 20万円に引き下げる届出を行ったとする事

業主が委託していた社会保険労務士の供述は、オンライン記録と符合している

こと、ⅲ）申立人から提出された５枚の給与明細書については、「所得税」欄

の記載額（１万 1,240円）が上記の事業主から提出された所得税源泉徴収簿に

記載されている各月の所得税額（１万 1,330円）とは一致していないこと、ⅳ）

申立人から提出された平成 15 年分給与所得の源泉徴収票については、税額を

算定するために必要となる「給与所得控除後の金額」欄及び「所得控除の額の

合計額」欄に記載が無い上、「源泉徴収税額」欄に記載されている金額（13 万



4,880 円）は、「社会保険料等の金額」欄に記載されている金額（56 万 9,160

円）に基礎控除額（38 万円）を加えた金額を基に試算した所得税額とは大き

く異なっていることなどから、いずれの提出資料もその記載内容には不自然な

点が見受けられるとして、既に当委員会の決定に基づき平成 23年７月 28日付

けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 今回、申立人から新たに 30 枚の給与明細書が提出され、申立人から提出さ

れた給与明細書は合計 35枚となったが、今回申立人が提出した 30枚の給与明

細書は、前回提出された５枚と同様、「所得税」欄には全て１万 1,240 円と記

載されており、これは事業主から提出された所得税源泉徴収簿に記載されてい

る各月の所得税額（１万 1,330円）とは一致していない。 

 また、35 枚の給与明細書について、改めてその記載内容等を検証すると、

ⅰ）当該給与明細書について、申立人は事業主が記載し事業主から受け取って

いたとしているが、事業主はその作成自体を否定していること、ⅱ）当該給与

明細書 35枚のうち 34枚は、欄外に「賞５万」と記載されているが、事業主は

自分が記載したものではないとしているとともに、その性格及び支給の有無が

不明であること、ⅲ）当該給与明細書 35 枚の全てにおいて、健康保険料控除

額は１万 4,760円、厚生年金保険料控除額は３万 1,230円、雇用保険料控除額

は 1,440円と記載されており、５年を超える申立期間中の社会保険料率の変動

が反映されていないこと、ⅳ）申立人は、給与明細書について、事業主との間

で取り決めた手取額を基に、給与の総支給額、税額、社会保険料控除額等を逆
しん

算して作成されていたと説明しているが、そうした事情を斟酌しても、５年を

超える申立期間の 35 枚の給与明細書における基本給、各種手当、交通費及び

所得税の金額に全く変動が無いこと等、当該給与明細書については、作成者等

が不詳であるとともに、その記載内容にも不自然な点が多く見受けられ、申立

期間に係る申立事業所における社会保険料控除の実態を表した資料とみなす

ことは困難である。 

 さらに、申立人から提出された平成 11年度及び 13年度市民税・県民税特別

徴収税額の通知書については、両通知書に記載されている 10年及び 12年にお

ける年間総支給額及び社会保険料控除額と、申立人から提出された上記給与明

細書により推計される10年及び12年における年間総支給額及び社会保険料控

除額が大きく相違していること、及び 16 年度市民税・県民税台帳記載事項証

明書については、Ｄ市に照会したところ、前回申立人が提出した平成 15 年分

給与所得の源泉徴収票に基づき作成されたものであることが確認されたこと

から、これらの提出資料についても、申立人の主張する標準報酬月額を推認す

る資料として採用することはできず、委員会の当初の決定を変更すべき新たな

事情と認めることができない。 

このほか、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

  

  

  



とから、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



広島厚生年金 事案 2723 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から④までについて、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 19年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 昭和 40年から 42年まで 

         ② 昭和 42年１月から 43年 12月まで 

         ③ 昭和 49年 12月から 53年 12月 10日まで 

         ④ 昭和 55年８月 30日から 56年８月３日まで 

私は、申立期間①において、Ａ社が経営するＢ店舗で勤務し、申立期間②

において、Ｃ社が経営するＤ店舗で勤務していたが、両期間とも厚生年金保

険の加入記録が無いのはおかしい。 

また、昭和49年12月から56年12月までＥ社で継続して勤務していたが、

申立期間③及び④の厚生年金保険の加入記録が無いのはおかしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人はＢ店舗の所在地及び入居ビル名を記憶して

おり、不動産登記簿謄本により、当時、当該ビルが当該所在地に在ったこと

が確認できる上、勤務に関する記憶が具体的であることから、勤務時期につ

いて特定はできないが、申立人がＢ店舗で勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録及び厚生年金保険の適用事業所記号索引簿

により適用事業所を検索したところ、Ａ社は記録されていないが、類似名称

の事業所としてＦ社が記録されていたものの、所在地が異なること、及び同

社関係者（二人）は、「同社はＧ業会社であり、店舗の経営はしていないは

ずである。」と供述していることから、別会社であると推認される上、店舗

名でも適用事業所としての記録を確認することができない。 

また、申立人は、当該事業所における勤務及び保険料控除をうかがわせる

資料を保管しておらず、申立期間①に係る雇用保険の加入記録も確認できな



い。さらに、当該事業所の商業登記簿が見当たらないこと等から、事業主を

把握することができない上、申立人が姓のみ記憶する同僚を特定することが

できないことから、申立期間①における申立人の勤務実態及び保険料控除の

状況について確認することができない。 

 ２ 申立期間②について、Ｃ社は、「当時の店舗名は不明であるが、Ｈ町で店

舗等を経営していた。」と回答している上、当該事業所の事業主の氏名と申

立人が記憶する事業主の氏名とが一致することから、勤務時期について特定

はできないが、申立人が当該事業所で勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、申立人はＤ店舗を経営している当該事業所の業種をＩ業と

しているが、当該業種は、昭和 61 年３月までは厚生年金保険の強制適用事

業所となっていない上、オンライン記録及び厚生年金保険の適用事業所記号

索引簿によると、当該事業所が適用事業所となったのは、平成 14 年１月１

日である。 

また、当該事業所は、「当時の資料は残っていないので、申立人が勤務し

ていたか不明であるが、当社が厚生年金保険に加入したのは平成 14 年１月

であり、当時は加入していなかったはずである。」と回答している。 

さらに、申立人は、当該事業所における勤務及び保険料控除をうかがわせ

る資料を保管しておらず、申立期間②に係る雇用保険の加入記録も確認でき

ない上、申立人が記憶している同僚３人についても、文書による照会をして

も回答が無い、あるいは、申立人が記憶しているのが姓のみであって当該同

僚を特定することができないことから、申立期間②における申立人の勤務実

態及び保険料控除の状況について確認することができない。 

 ３ 申立期間③及び④について、申立人は、Ｅ社に昭和 49年 12月から 56年

12月まで継続して勤務していたと主張している。 

しかしながら、当該事業所における申立人の健康保険厚生年金保険被保険

者原票によると、申立人の被保険者期間は、昭和 53 年 12 月 10 日から 55

年８月 30日までの期間（同年９月４日に健康保険証返納）及び 56年８月３

日から 57 年１月１日までの期間となっており、オンライン記録と一致して

いる上、申立人の雇用保険の加入記録を見ても、申立期間③及び④における

記録を確認することができない。 

また、オンライン記録及び適用事業所記号索引簿によると、当該事業所が

厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 52 年９月１日であることが

確認できることから、申立期間③のうち、49年 12月から 52年８月までは、

当該事業所は厚生年金保険の適用事業所ではない。 

さらに、申立人の当時の複数の同僚は、「申立人が入社したのは昭和 52

年以降であったと思う。」、「Ｊ職については、給料は歩合制で厚生年金保

険に加入させていなかった。」、「申立人はＪ職として入社し、後に正社員

となった」、「申立人は途中で一度退社したことがある。」、「時期は覚え

 

 



ていないが、申立人は長期間会社に来なかったことがある。」等と供述して

おり、これらから、申立期間③及び④における申立人の勤務実態及び保険料

控除の状況について確認することができない。 

４ このほか、申立人が申立期間①から④までに係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から④までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

  

、

 




